
地⽅⾃治法に基づく意⾒書の例

提出年 議会 意見の概要

1 平成22年 和歌山県議会
日本国民の共有の資産である国土保全の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整
備に取り組むこと。

2 奈良県議会
日本国民の安全保障や国土保全の観点から、日本国民の共有の資産である土地に関して、外国資本等による土地の売買の
規制や適切な管理体制を構築するための法整備に取り組むこと。

3 熊本県議会
日本国民の共有の資産である国土保全及び安全保障の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築
するための法整備に取り組むこと。

4 鳥取県議会
国民共有の資産である国土保全の観点から、外国人土地法を活用して政令を制定するなど、外国資本等による土地の売買
や適切な管理体制を構築するための法令を早期に整備すること。

5 平成23年 和歌山県田辺市議会
国民の共有の財産である水資源や国土保全の観点から、外国資本による森林売買の規制をはじめ、適切な管理体制の構築
を図るための法整備を早急に行うこと。

6 兵庫県養父市議会
日本国民の共有の資産である国土保全の観点から、個人の財産権や海外からの投資に伴う経済活動にも配慮しつつ、外国
資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備を早急に検討すること。

7 平成24年 東京都議会
国土保全及び安全保障の観点から、外国資本等による森林等の土地の売買や開発行為を規制し適切な管理体制を構築する
ための法整備を早期に図ること。

8 徳島県那賀町議会 外国資本による土地買収を制限する法整備を早急に行うこと。

9 宮城県議会
国土保全及び安全保障の観点から、外国資本等による森林等の土地の売買や開発行為を規制し、適切な管理体制を構築す
るための法整備を早期に図ること。

10 新潟県議会
使用目的が分からない外国資本による土地購入取引やダミー起業を使って実態を隠すような取引、あるいは我が国との互恵
主義に基づかない取引等については、我が国の安全保障を脅かしかねない問題であることから、取引制限など抜本的な対策
に早急に取り組むこと。

11 平成30年 福岡県議会
外国人や外国資本による土地の取得及び利用を制限するため、GATS加盟国との協議を進め、憲法に抵触しない必要な法整

備に早急に取り組むこと。

12 平成31年 兵庫県議会
外国人及び外国資本による我が国の安全保障上重要な土地の取得及び利用を制限するため、協定加盟国と協議を進め、法
整備に早急に取り組むこと。

13 令和２年 石川県野々市市議会
国土保全及び安全保障上の観点から、外国資本等による土地の売買や開発行為を規制し、管理体制を構築するための法整
備を早期に図ること。

14 北海道東北地方知事会
住民の安全・安心な暮らしを確保するため、国は安全保障の視点で「重要な国土区域」を定め、安全保障上重要な施設周辺な
ど、土地取得・利用の規制に係る関係法令の整備を行うこと。

15 静岡県浜松市議会
我が国の安全保障と大切な資産である国土を保全する観点から、外国資本による土地の取引に関する規制や、土地の管理
体制を構築するための法整備を早急に図ること。

16 令和３年 長野県議会
我が国の基盤である国土を守り、次世代に引き継ぐため、森林、水源地、農地等を含め、国民の安全・安心な生活に関わる土
地について、所有者や利用目的等の実態を把握するための体制を早急に整備するとともに、国益を損なう不適切な土地利用
を防ぐための対策を講ずるなど、国土保全の取組の更なる推進を図ること。



外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書

我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法

人が日本人と同様に土地所有ができることとなっている。一方、他のアジア

諸国では、一部の国を除き、外国人や外国法人の土地所有については、地域

を限定したり、事前許可制とするなどの制限を課している状況にある。

近年、北海道をはじめ、他県においても、スキー場、ゴルフ場、温泉施設

などへ外国資本が進出しており、このような投資や売買による土地所有が無

制限に拡大するようなことになれば、日本国民の安全保障や国土保全の視点

から国家基盤を揺るがす問題に発展しかねないと危惧する。

よって、国においては、日本国民の共有の資産である国土保全の観点から、

外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に取

り組むよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年９月２８日

和歌山県議会議長 谷 洋一

（意見書提出先）

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

農林水産大臣

国土交通大臣

内閣官房長官

国家戦略担当大臣
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意⾒書第１７号

 外国資本等による⼟地売買等に関する法整備を求める意⾒書
 我が国においては、⼤切な国⼟資源である⼟地に関して、外国⼈や外国法⼈が⽇本⼈と同様に⼟地所有ができることとなっ
ている。⼀⽅、他のアジア諸国では、⼀部の国を除き、外国⼈や外国法⼈の⼟地所有については、地域を限定したり、事前許
可制とするなどの制限を課している状況にある。
 近年、ゴルフ場、スキー場、温泉施設などへ外国資本が進出しており、このような投資による⼟地所有が無制限に拡⼤する
ようなことになれば、⽇本国⺠の安全保障や国⼟保全の観点から国家基盤を揺るがす問題に発展しかねないとの危惧がある。
 特に、我が国にとって国⼟の７割を占める森林は成熟期を迎え、⽊材資源、⽔源の確保、⼆酸化炭素の排出量取引に利⽤で
きる有益な資源となっているが、国内林業が⻑期に停滞する中、安価で取引されており、これらの所有権が外国資本を含む
様々な主体に買収されれば、森林の適切な管理が⼀層困難となり、良好な環境づくりに影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国におかれては、⽇本国⺠の安全保障や国⼟保全の観点から、⽇本国⺠の共有の資産である⼟地に関して、外国資
本等による⼟地の売買の規制や適切な管理体制を構築するための法整備に取り組むよう強く要望する。
 以上、地⽅⾃治法第９９条の規定により意⾒書を提出する。
   平成２２年１２⽉１４⽇

  奈 良 県 議 会

（提出先）
衆議院議⻑
参議院議⻑
内閣総理⼤⾂
内閣官房⻑官
総務⼤⾂
農林⽔産⼤⾂
国⼟交通⼤⾂
国家戦略担当⼤⾂

意⾒書第１７号 
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外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書

 我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日

本人と同様に土地所有ができることとなっている。一方、他のアジア諸国では、一

部の国を除き、外国人や外国法人の土地所有については、地域を限定したり、事前

許可制とするなどの制限を課している状況にある。

近年、スキー場、ゴルフ場、温泉施設などへ外国資本が進出しており、このよう

な投資による土地所有が無制限に拡大するようなことになれば、日本国民の安全保

障や国土保全の観点から国家基盤を揺るがす問題に発展しかねないとの危惧がある。 
外国人の土地取得の制限については、大正 14 年に制定された外国人土地法におい

て、国防上重要な地区などで土地取得を制限できるとしているが、具体的な地区を

指定した政令は終戦直後に廃止され、同法は実効性を失っている状況にある。外国

人らの土地取引を巡っては、長崎・対馬で自衛隊施設に隣接するホテルを韓国資本

が購入したことなどを受け、安全保障上の問題も指摘されている。

加えて、今後、河川の上流域などの水源地域において、地域の合意がないまま森

林売買が増加していけば、森林の適切な管理が一層困難となり、水資源の保全や良

好な環境づくりに大きな影響を及ぼすことが懸念される。

よって、国におかれては、日本国民の共有の資産である国土保全及び安全保障の

観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備

に取り組まれるよう強く要望する。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

平成 22 年 12 月 17 日

熊 本 県 議 会 議 長  小 杉 直

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 西 岡 武 夫 様

内 閣 総 理 大 臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 片 山 善 博 様

内 閣 官 房 長 官 仙 谷 由 人 様

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 様

国 土 交 通 大 臣 馬 淵 澄 夫 様

国家戦略担当大臣 玄 葉 光一郎 様
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初田　勲 横山　隆義 

興治　英夫 森岡　俊夫 

内田　博長 藤縄　喜和 

伊藤　保 上村　忠史 

伊藤　美都夫 石村　祐輔 

議員提出議案第５号

外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書

　この議案を別紙のとおり提出する。

平成22年12月17日　

外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見

書

　外国人や外国法人の土地所有については、アジア諸国では、一

部の国を除き、地域限定や事前許可制などの制限を課している。

　一方、我が国においては、外国人や外国法人が日本人と同様に

土地所有ができることとなっており、外国人や外国法人の土地利

用の制限に関しては、外国人土地法が１９２５年（大正１４年）に制

定されているが、これまで同法第１条に基づく政令は制定されたこ

とがなく、また、第４条に基づく政令も、政令策定時に具体的な制

限区域の判断基準や要件を定めたり、既に買収された土地に係

る財産権の問題解決を伴うことから、１９４５年（昭和２０年）に廃止

された後は制定されていない。

　しかしながら、近年、北海道を始め全国各地において、外国資本

がスキー場、ゴルフ場、温泉施設などに加え、世界の水需給の

ひっ迫を背景に森林や水源地の買収を進めており、今後、何の規

制もないままに外国資本による土地所有が無制限に拡大していけ

ば、森林の適切な管理や水資源の保全に大きな影響を及ぼし、日

本の国益を損なうことが危惧される。

　よって、国におかれては、国民共有の資産である国土保全の観

点から、外国人土地法を活用して政令を制定するなど、外国資本

等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法令を

早期に整備するよう強く要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　　平成22年12月17日

鳥取県議会

Page 1 of 2議員提出議案第５号 外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書/とりネッ...
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内閣総理大臣

総務大臣

外務大臣

農林水産大臣 様

国土交通大臣

防衛大臣

衆議院議長

参議院議長
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外国資本による土地売買等に関する法整備を求める意見書 

 我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日本 

人と同様に土地所有ができることになっている。一方、アジアの諸外国では、一部の国 

を除き、外国人や外国法人の土地所有については、地域を限定、もしくは、事前許可制 

とするなどの制限を課している状況にある。 

我が国おいては、大正１４年に制定された外国人土地法が、政令で定める国防上必要 

な地区での外国人または外国法人による土地取得を制限できる旨規制しているものの、 

具体的な地区を指定した政令は終戦直後に廃止され、事実上、同法律は、有名無実化し 

ていることから、外国人や外国法人による土地取得には長期間にわたって何ら制限のな 

い状況である。 

近年、北海道をはじめ他県においても、スキー場、ゴルフ場、温泉施設などへの外国 

資本が進出しており、何の規制もないまま、このような投資による土地所有が無制限に 

拡大するようなことになれば、日本国民の安全保障や国土保全の視点から、国家基盤を 

揺るがす問題に発展すると危惧されている。 

 加えて、今後、河川の上流地域などの水源地域において、規制のないまま森林売買が 

増加していけば、森林の適切な管理が一層困難になり、水資源の保全や良好な環境づく 

りに大きな影響を及ぼすことが懸念される。このようなことから、我が国における現行 

の土地制度については、近年急速に進行している世界規模での国土や水資源の争奪に対 

して無力であると言わざるを得ない。 

 よって、国においては、日本国民の共有の資産である国土保全の観点から、個人の財 

産権や海外からの投資に伴う経済活動にも配慮しつつ、外国資本等による土地の売買や 

適切な管理体制を構築するための法整備を早急に検討されるよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２３年９月２日 

兵庫県養父市議会 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

総務大臣 様 

農林水産大臣 

国土交通大臣 

国家戦略担当大臣 

6



Tokyo Metropolitan Assembly ⽂字サイズ 拡⼤ 標準

サイトマップ モバイル English

都議会の紹介 議員の紹介 会議の結果と記録 傍聴・⾒学 調査・友好交流など

トップトップ  会議の結果と記録会議の結果と記録  提出議案と議決結果提出議案と議決結果  平成24年第1回定例会平成24年第1回定例会

外国資本等による⼟地売買等に関する法整備を求める意⾒書外国資本等による⼟地売買等に関する法整備を求める意⾒書

 近年、全国各地において、外国資本等により、リゾート地や温泉施設、⽔源地域の森林等、⼟地の買収が進んでいる。今後も、
世界の⽔需給のひっ迫、森林の⼆酸化炭素吸収能⼒に係る価値の上昇などから、外国資本等による我が国の森林等の買収は、⼀層
拡⼤することが予想される。
 諸外国では、外国⼈や外国法⼈による⾃国内の⼟地所有について、地域を限定したり、事前許可制とするなどの制限を課してい
る例があるが、我が国においては、⼤正14年に制定された外国⼈⼟地法が実効性を失っている状況の下、農地を除き、何ら制限が
ないのが現状である。
 このまま外国資本等による⼟地所有が無制限に拡⼤していけば、無秩序な伐採による景観破壊、⽔源地域の乱開発による⽔質の
悪化や⽔資源の枯渇など、良好な⾃然環境の維持や森林の適切な管理、⽔資源の保全に重⼤な影響を及ぼし、国益を損なうことが
懸念される。
 また、⾃衛隊施設の隣接地が買収される事例もあり、安全保障上の観点からの問題も指摘されている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、国⼟保全及び安全保障の観点から、外国資本等による森林等の⼟地の売買や開発
⾏為を規制し適切な管理体制を構築するための法整備を早期に図るよう強く要請する。
 以上、地⽅⾃治法第99条の規定により意⾒書を提出する。
 平成24年3⽉29⽇ 

東京都議会議⻑ 中村明彦
衆議院議⻑ 参議院議⻑ 内閣総理⼤⾂ 総務⼤⾂ 農林⽔産⼤⾂ 国⼟交通⼤⾂ 宛て 
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外国資本による土地買収を制限する法整備を求める意見書 

現在、我が国では、外国資本により、水源に関わる森林や離島をはじめ、安全保

障にも関係する土地などの買収が自由に行われております。 

これは、国民生活を守る上でも、自治体の行政上にも不都合や支障を生じかねま

せん。 

多くの国では、国民生活を守る観点から、外国資本による土地買収には、届け出

や許可などを必要とする法律が制定されています。 

我が国は、大正14年に制定された『外国人土地法』がありますが、形骸化してい

ます。 

よって、本議会は、政府、国会、法務省、外務省に対し、外国資本による土地買

収を制限する法整備を早急に行うよう強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２４年６月２０日 

徳島県那賀町議会議長 大澤 夫左二  

提出先 

衆議院議長 横路孝弘 様 

参議院議長 平田健二 様 

内閣総理大臣 野田佳彦 様 

法務大臣  滝 実 様 

外務大臣   玄葉光一郎 様 

国土交通大臣 羽田 雄一郎 様 
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外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書

　近年、全国各地において、外国資本等により、リゾート地や温泉施設、水源地域の森林等、土地の買収が進んでいる。

　世界的な水需給の逼迫や、二酸化炭素の排出問題などにより、森林の有する価値は上昇していることから、外国資本等に

よる我が国の森林等の買収は、一層拡大することが予測される。

我が国においては、大正14年に制定された外国人土地法が実効性を失っている状況のもと、外国資本等による土地所有

について、農地を除き、何ら制限がないのが現状である。

　このまま外国資本等による土地所有が無制限に拡大していけば、無秩序な伐採による景観破壊、水源地域の乱開発によ

る水質の悪化や水資源の枯渇など、良好な自然環境の維持や森林の適切な管理、水資源の保全に重大な影響を及ぼし、

国益を損なうことが懸念される。

　よって、国においては、国土保全及び安全保障の観点から、外国資本等による森林等の土地の売買や開発行為を規制し、

適切な管理体制を構築するための法整備を早期に図るよう、強く要望する。

右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年7月6日

宮城県議会議長　中村　功

衆議院議長　あて

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

農林水産大臣

国土交通大臣

Page 1 of 1意見書 平成24年6月定例会 - 宮城県公式ウェブサイト

2021/02/08https://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/ikensho2406.html
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平成24年6⽉定例会（第12号発議案）

ページ番号︓0002844 更新⽇︓2019年1⽉17⽇更新

平成24年6⽉定例会で上程された発議案

外国⼈による⼟地取得に関する意⾒書

第12号発議案

 外国⼈による⼟地取得に関する意⾒書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成24年7⽉13⽇

提出者

佐藤 莞爾、佐藤 卓之、佐藤 純
桜井 甚⼀、斎藤 隆景、尾⾝ 孝昭
柄沢 正三

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議⻑ 村松 ⼆郎 様

外国⼈による⼟地取得に関する意⾒書

 中国などの外国資本が在⽇⽶軍基地や⾃衛隊基地周辺の不動産所有を進めていることは、我が国
の安全保障を脅かしかねない問題であり、取引制限などの抜本的な対策等の取組が強く求められて
いる。
 使⽤目的などがよく分からないケースや、外資がダミー企業を使って実態を隠すような取引も指
摘されており、経済活動は原則として⾃由であるが、我が国の安全保障を担う施設が外国勢⼒に取
り囲まれて、その活動がすべて筒抜けとなる恐れがあることや、緊急時の対処において⽀障が⽣じ
ることも危惧される。
 外国資本による⽔源地の森林に係る⼟地買収問題に関しては、昨年4⽉に森林のすべての所有権
移転に際し、事後の届出を義務付ける法改正が⾏われたが、取引⾃体に⻭⽌めをかける許可制とは
なっていない。
 森林だけではなく、国防施設や国境付近の離島、海岸などにも警戒が必要であり、国有地のネッ

トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 議会 > 新潟県議会 > 県議会の動き > 定例会等の
情報 > 平成24年6⽉定例会（第12号発議案）

Page 1 of 2平成24年6月定例会（第12号発議案） - 新潟県ホームページ

2021/02/08https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/1339705954229.html
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トオークションや外国政府への広⼤な国有地の売却など無警戒な取扱いも⾒直さなければならな
い。
 ⽶国においては、包括通商法により⼤統領に対し国の安全保障を脅かすと判断される場合には、
事後であっても⼟地取引を無効にできる権限を与えていることからも、我が国も現⾏制度の⽋陥を
直視し、早急に国益を守るための法整備に着⼿するべきである。
 よって国会並びに政府におかれては、使⽤目的が分からない外国資本による⼟地購⼊取引やダ
ミー企業を使って実態を隠すような取引、あるいは我が国との互恵主義に基づかない取引等につい
ては、我が国の安全保障を脅かしかねない問題であることから、取引制限など抜本的な対策に早急
に取り組むよう強く要望する。
 以上、地⽅⾃治法第99条の規定により意⾒書を提出する。

 平成24年7⽉13⽇

新潟県議会議⻑ 村松 ⼆郎

衆議院議⻑ 横路 孝弘 様
参議院議⻑ 平⽥ 健⼆ 様
内閣総理⼤⾂ 野⽥ 佳彦 様
外務⼤⾂ ⽞葉 光⼀郎 様
農林⽔産⼤⾂ 郡司 彰 様
国⼟交通⼤⾂ ⽻⽥ 雄⼀郎 様

平成24年6⽉定例会意⾒書⼀覧へ
平成24年6⽉定例会・議会情報項目⼀覧へ

新潟県議会トップページへ

このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事調査課
広報係
〒 950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
Tel︓025-280-5527 Fax︓025-285-0773 メールでのお問い合わせはこちら

Page 2 of 2平成24年6月定例会（第12号発議案） - 新潟県ホームページ

2021/02/08https://www.pref.niigata.lg.jp/site/gikai/1339705954229.html
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1つ前のページに戻る このページの先頭へ

トップページ > 本会議の情報 > 平成30年6月定例会 > 外国人等による土地の取得及び利用を制限する法の早急なる整備を求

める意見書

外国人等による土地の取得及び利用を制限する法の早急なる整備を求め

る意見書

通常ページへ戻る

　北海道では、外国人や外国資本により貴重な水源地でもある山林やキャンプ場の買収が進んでいる。

　また、長崎県内では、海上自衛隊施設の周辺土地までもが外国資本によって買収されるという状況に陥って

いる。

　今後も外国人や外国資本による土地の取得、とりわけ水源地や自衛隊基地等の周辺土地について買収等が

進むようなことがあれば、わが国の安全保障を脅かし、国防上の重大な問題にも発展しかねない。

　わが国には、もともと外国人土地法という外国人や外国法人による日本の土地に関する権利の取得を制限す

ることができる法律があるが、運用するには憲法上の問題が生じる可能性があるとされ、有名無実な法律となっ

ている。

　加えて、わが国は、外国人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保せずに世界貿易機関の

「サービスの貿易に関する一般協定（以下「ＧＡＴＳ」という。）」に加盟し、内外差別的な立法を行うことが原則認

められていない。

　しかしながら、ＧＡＴＳ加盟国においても、外国人等に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保する

ことにより、自国の国内法で制限することができている国も存在する。

　よって、国におかれては、外国人や外国資本による土地の取得及び利用を制限するため、ＧＡＴＳ加盟国との

協議を進め、憲法に抵触しない必要な法整備に早急に取り組むよう強く求めるものである。

　以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

　　平成３０年６月２５日

福岡県議会議長　井上順吾

　衆議院議長　大島理森　殿

　参議院議長　伊達忠一　殿

　内閣総理大臣　安倍晋三　殿

　法務大臣　上川陽子　殿

　外務大臣　河野太郎　殿

Page 1 of 1外国人等による土地の取得及び利用を制限する法の早急なる整備を求める意見書

2021/02/08http://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/honkaigi/kaketsu-3006forigner.html

11



更新⽇︓2019年6⽉7⽇ 

意⾒書 第120号 

外国⼈等による我が国の安全保障上重要な⼟地の取得及

び利⽤を制限するための早急な法整備を求める意⾒書

 北海道や⻑崎県対⾺において、外国⼈や外国資本による⼟地の取得及び利⽤が進⾏している。

 我が国は、世界貿易機関の「サービスの貿易に関する⼀般協定（以下、「ＧＡＴＳ」という。）」への批准加盟

時に外国⼈等による⼟地の取得及び利⽤を制限する権利を留保しなかったため、内外差別的な⽴法を⾏うことが原

則認められていない。

 しかしながら、ＧＡＴＳ加盟国においても、外国⼈等に対する⼟地の取得及び利⽤を制限する権利を留保するこ

とにより、⾃国の国内法で制限することができている国も存在する。

 本県においても、伊丹駐屯地をはじめ、⾃衛隊の施設を有しており、今後、⾃衛隊基地、⽶軍基地等の周辺にお

いて外国⼈や外国資本による⼟地の取得が進めば、我が国の安全保障を脅かしかねない重⼤な問題に発展する可能

性がある。国もこうした点を認識し、国家安全保障戦略に基づき約650の⾃衛隊基地及び⽶軍基地周辺の⼟地につ

いて調査を進めているところである。

 よって、国におかれては、外国⼈及び外国資本による我が国の安全保障上重要な⼟地の取得及び利⽤を制限する

ため、協定加盟国と協議を進め、法整備に早急に取り組むよう強く要望する。

 以上、地⽅⾃治法第99条の規定により意⾒書を提出する。

 平成31年３⽉20⽇

衆議院議⻑

参議院議⻑

内閣総理⼤⾂

内閣官房⻑官

総務⼤⾂

法務⼤⾂

外務⼤⾂   様

Page 1 of 2兵庫県議会／意見書 第120号

2021/02/08https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/teireikai/h31-r01/h31_343/ikensho/ikensho-120.html
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国⼟交通⼤⾂

防衛⼤⾂

国家公安委員会委員⻑

内閣府特命担当⼤⾂

（沖縄及び北⽅対策） 

兵庫県議会議⻑  松 本 隆 弘 

お問い合わせ

部署名︓兵庫県議会事務局 調査課
電話︓078-362-9404
FAX︓078-362-9031
Eメール︓Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp

.

兵庫県議会
〒650-8567 兵庫県神⼾市中央区下⼭⼿通5丁目10番1号 電話番号︓078-341-7711（県庁代表）

議会事務局

Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.

Page 2 of 2兵庫県議会／意見書 第120号

2021/02/08https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/teireikai/h31-r01/h31_343/ikensho/ikensho-120.html
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外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書 

我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日本

人と同様に土地所有ができることになっている。一方、アジアの諸外国では、一部の

国を除き、外国人や外国法人の土地所有については、地域を限定したり、事前許可制

とするなどの制限を課している状況にある。 

 近年、北海道をはじめ他県においても、スキー場・ゴルフ場・温泉施設などへの外

国資本が進出しており、何の規制もないまま、このような投資による土地所有が無制

限に拡大するようなことになれば、日本国民の安全保障や国土保全の視点から、国家

基盤を揺るがす問題に発展すると危惧されている。 

 外国人の土地取得の制限については、大正 14年に制定された外国人土地法におい

て、国防上重要な地区などで土地取得を制限できるとしているが、具体的な地区を指

定した政令は終戦直後に廃止され、同法は実効性を失っている状況にあり、長崎・対

馬で自衛隊施設に隣接するホテルを韓国資本が購入したことなどを受け、やはり安全

保障上の問題が指摘されている。 

 加えて、今後、河川の上流域などの水源地域において、地域の合意がないまま森林

売買が増加していけば、森林の適切な管理が一層困難となり、水資源の保全や良好な

環境づくりに大きな影響を及ぼすことで国益を損なうことが懸念される。 

 よって、国におかれては、国土保全及び安全保障上の観点から、外国資本等による

土地の売買や開発行為を規制し、管理体制を構築するための法整備を早期に図るよう

強く要請する。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

（令和２年９月 25日 可決） 

衆議院議長  殿 

参議院議長  殿 

内閣総理大臣  殿 

総 務 大 臣  殿 

法 務 大 臣  殿 あて 

外 務 大 臣  殿 

農林水産大臣  殿 

国土交通大臣  殿 

内閣官房長官  殿 

石川県野々市市議会 
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「北海道東北地⽅知事会の提⾔等について」（令和２年８⽉）
10.外国資本等による⼟地取得問題への対応について

安全保障上重要な国管理施設である空港や⾃衛隊、海上保安本部等の安全確保については、
必要な措置がとられているが、その周辺区域における⼟地の取得については、特に制限が設けられ
ていないのが現状です。
近年、外国⼈や外国資本による森林などの⼟地取得が進んでいますが、現⾏制度上、外国資本
等による⼟地の取得等を制限する法令はなく、⾃衛隊など危機管理上重要な施設周辺の⼟地
についても取引が⾏われている状況にあります。
このことから、⼟地取引の国際化に伴い、今後、安全保障や施設の安全が損なわれる恐れが懸
念されることから、安全保障上重要な施設周辺等の⼟地の取得・利⽤の規制について、早急な
対策が必要です。
こうした状況を踏まえ、次のとおり提⾔します。
（１） 住⺠の安全・安⼼な暮らしを確保するため、国は安全保障の視点で「重要な国⼟区
域」を定め、安全保障上重要な施設周辺など、⼟地取得・利⽤の規制に係る関係法令の整備を
⾏うこと。

14



外国資本による土地売買の規制に関する法整備を求める意見書

我が国の大切な資産である土地の売買に関して、外国人や外国法人が何の制限もなく日本人と同様に土地を所有でき

ることとなっている。近隣のアジア諸国では、地域を限定したり事前許可制としたりするなどの制限を課している国もあ

る。

令和2年5月に林野庁が出した報道発表資料「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」によると、国内各

地で外国資本等による土地取得の事例が数多く確認され、その利用目的が不明・未定でも売買されている状況であるこ

とが示されている。さらに、森林法で守られているはずの森林が宮城県をはじめとして三重県、北海道に続き静岡県でも

自治体に無届けで伐採されており、そのような中、伐採後に土砂災害が起こった箇所もあると報道されている。

本市は、全国2位の面積を有し、自然豊かな森林は木材・水資源の確保、土砂災害の防止にも有効な資源となっている。

また、航空自衛隊浜松基地周辺に外国人または外国資本が所有する土地はどのくらいあるのか、また、所有の目的につ

いても把握できていない状態である。

我が国では、1925年に公布された外国人土地法が、外国人に対する土地の所有の規制に関する法律として存在する

が、戦後一度もこの法律に基づく土地の指定や売買の規制が行われたことはない。また、同法が相互主義を採用してい

るなど、今日における国際的な経済活動の実情には適さない状況となっている。

よって、国においては我が国の安全保障と大切な資産である国土を保全する観点から、外国資本による土地の取引に関

する規制や、土地の管理体制を構築するための法整備を早急に図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣・国土交通大臣

Page 1 of 1令和2年11月定例会で可決した意見書／浜松市

2021/02/08https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gikai/r0211tei/ikensyo.html
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